
第
二
章

第
三
節

"
S
o
c
i
a
l
 
security'̀
 

て
さ
え
も
、

一
九
三
五
年
の

S
o
c
i
a
l
s
e
c
u
r
i
t
y
 A
c
t
 :sl
ぴ
に
一
九
四
二
年
の

B
e
v
e
r
i
d
g
e
R
e
p
o
r
t
以
後
で
あ
っ
た
。

年
二
月
十
三
日
、

公
共
の
輯
祉
と
公
共
の
秩
序

第
二
節

策
一
節

第
一
章

G
H
Q
か
ら
、

と
言
う
語
が
、
今
日
的
意
義
に
於
て
、

第
一
節

公
共
の
輻
祉

註
會
的
安
寧

生
活
の
保
障

社
會
保
障
（
以
下
次
競
）

公
共
の
秩
序

祉

會

的

安

寧

所
謂
「
ホ
イ
ッ
ト
＝
ー
ー
草
案
」
を
手
交
せ
ら
れ
た
大
日
本
帝
國
政
府
が
、

（
そ
の
l

)

突
然
、

第

一

章

公

共

の

扁

祉

公
共
の
輻
祉
と
公
共
の
秩
序

一
般
に
、
使
用
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
米
國
や
英
國
に
於

ー
祉
會
保
障
と
言
う
語
の
意
義
ー

（
そ
の
一

）

堀

堅；

そ
の
草
案
中
の

一
九
四
六

士
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 b
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b
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b
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に
p
忍
苓
笙
唸
塁
est.

t
h
e
 

公
共
の
瓢
祉
と
公
共
の
秩
序

努
働
條
件
、
賃
銀
及
勤
務
時
間
ノ
規
準
ヲ
定
ム
ヘ
シ

b
y
 l
a
w
`
i
n
 c
o
n
f
o
r
m
i
t
y
 w
i
t
h
 t
h
e
 p
u
b
l
i
c
 welfare. 

第
二
十
七
條

c
o
n
s
e
n
t
 

A
r
t
i
c
l
e
 L
X
V
.
 

A
r
t
i
c
l
e
 X
X
I
X
.
 

（
そ
の
一
）

i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
s
 
a
n
d
 

w
i
t
h
 

Its 
u
s
e
 shall 
b
e
 in 
t
h
e
 public good. 

T
h
e
 r
i
g
h
t
 to 
o
w
n
 p
r
o
p
e
r
t
y
 
is 
inviolable, 
b
u
t
 
p
r
o
p
e
r
t
y
 
rights 
shall b
e
 defined 

、
、
、
、
、

財
産
ヲ
所
有
ス
ル
櫂
利
＾
不
可
侵
ナ
リ
然
レ
ト
モ
財
産
櫂
＾
公
共
ノ
輻
祉
ー
ー
従
ヒ
法
律
ー
ー
依
リ
定
義
セ
ラ
ル
ヘ
シ

of 
O
w
n
e
r
s
h
i
p
 of p
r
o
p
e
r
t
y
 i
m
p
o
s
e
s
 obligations. 

P
r
i
v
a
t
e
 p
r
o
p
e
r
t
y
 m
a
y
 b
e
 t
a
k
e
n
 b
y
 t
h
e
 S
t
a
t
e
 f
o
r
 public u
s
e
 u
p
o
n
 just c
o
m
p
e
n
s
a
t
i
o
n
 therefor. 

第
二
十
九
條
財
産
ヲ
所
有
ス
ル
者
＾
錐
謗
ヲ
負
フ
其
ノ
使
用
＾
公
共
ノ
利
益
ノ
為
ク
ル
ヘ
シ
國
家
＾
公
正
ナ
ル
補
償
ヲ
彿
ヒ
テ
私
有

、
、
、
、
、

財
産
ヲ
公
共
ノ
利
益
ノ
為
ー
ー
牧
用
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

•• 
;：
-
-
C
o
n
c
l
u
d
e
 
s
u
c
h
 
treaties, 

a
g
r
e
e
m
e
n
t
s
 

t
h
e
 
D
i
e
t
 
b
y
 p
r
i
o
r
 
a
u
t
h
o
r
i
z
a
t
i
o
n
 
o
r
 
s
u
b
s
e
q
u
e
n
t
 
ratification 
a
s
 
it 
d
e
e
m
s
 
i
n
 
t
h
e
 

第
六
十
五
條
…
…
…
公
共
ノ
利
盆
卜
認
ム
ル
條
約
、
國
際
規
約
及
協
定
ヲ
事
前
ノ
授
櫂
又
＾
事
後
ノ
追
認
一
ー
依
ル
國
會
ノ
協
賛
ヲ
以
テ

締
結
ス
ヘ
シ
：
：

．．．．． 

非
公
式
の
「
一

1

一
月
二
日
案
」
蚊
び
に
「
三
月
五
日
案
」

「
ホ
イ
ッ
ト
＝
ー

1
草
案
」
と
、
次
の
三
月
六
日
の
「
憲
法
改
正
草
案
要
綱
」
と
の
間
に
、

日
本
側
の
案
と
し
て
の
「
三
丹
二
日
案
」

と
、
そ
れ
に
米
國
側
が
手
を
入
れ
て
修
正
し
た
「
三
月
五
日
案
」
と
云
う
二
つ
の
非
公
式
の
草
案
が
、
存
在
し
た
こ
と
が
、
営
時
法
制
局

第
一
部
長
で
あ
っ
た
佐
藤
逹
夫
氏
に
よ
っ
て
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
同
氏
は
、
そ
の
「
日
本
國
憲
法
成
立
史
」
の
中
で
、
こ
の
「
三
月
二

A
r
t
i
c
l
e
 X
X
V
I
I
.
 

四
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に
分
離
せ
ら
れ
た
。

第
二
十
條

日
案
」
の
第
三
章
國
民
の
櫂
利
及
び
義
務
に
閥
し
て
、
次
の
如
く
述
べ
て
い
る
。

『
そ
し
て
「
言
論
、
著
作
、
出
版
、
集
會
及
び
結
社
の
自
由
」
に
つ
い
て
は
、

す
る
と
と
も
に
、

も
「
公
共
ノ
安
寧
秩
序
ヲ
保
持
ス
ル
為
必
要
ナ
ル
虞
分
ハ
法
律
ノ
定
ム
ル
所
＝
ー
依
ル
」
と
す
る

＊
＊
 

っ
た
よ
う
な
條
件
を
付
け
、
そ
の
他
若
干
の
條
文
に
も
法
律
の
留
保
を
付
け
た
。
こ
れ
は
、
明
治
憲
法
は
と
も
か
く
と
し
て
も
、
ワ
イ
マ

ー
ル
憲
法
な
ど
を
見
て
い
た
私
に
と
つ
て
ほ
、
マ
草
案
の
よ
う
な
形
で
は
、
文
字
通
り
の
自
由
放
任
と
い
う
よ
う
に
解
せ
ら
れ
は
し
な
い

＊
＊
 

か
と
い
う
心
配
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
乙
案
で
は
、

に
言
論
、
出
版
、

集
會
及
び
結
枇
の
自
由
（
二
九
條
）

ル
」
と
し
て
い
た
。
』

「
ホ
イ
ッ
ト
―
-
l
草
案
」
第
二
十
條

m
e
a
n
s
 of c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
 b
e
 violated. 

居
住
及
移
轄
の
自
由
（
三
一
條
）
及
び
住
所
の
不
可
侵
（
二
五
條
）
に
つ
い
て
は

に
つ
い
て
は
、

五

「
安
寧
秩
序
ヲ
妨
ゲ
ザ
ル
限
リ
」
と
い
う
條
件
を
明
示

(―

I
O
條
）
ま
た
、
通
信
の
認
密
に
つ
い
て

F
r
e
e
d
o
m
 of 
a
s
s
e
m
b
l
y
,
 
s
p
e
e
c
h
 a
n
d
 p
r
e
s
s
 a
n
d
 all 
o
t
h
e
r
 f
o
r
m
s
 

N
o
 c
e
n
s
o
r
s
h
i
p
 shall b
e
 m
a
i
n
t
a
i
n
e
d
,
 
n
o
r
 
shall 
t
h
e
 
s
e
c
r
e
c
y
 
of 
any・ 

（
集
會
、
言
論
及
定
期
刊
行
物
蚊
―
―
其
ノ
他
一
切
ノ
表
現
形
式
ノ
自
由
ヲ
保
障
ス
検

閲
ハ
之
ヲ
禁
シ
通
信
手
段
ノ
脳
密
ハ
之
ヲ
侵
ス
可
カ
ラ
ス
）
は
、
日
本
案
た
る
「
三
月
二
日
案
」
で
は
、
條
件
付
き
の
次
の
二
つ
の
條
文

、
、
、
、

凡
テ
國
民
ハ
安
寧
秩
序
ヲ
妨
ゲ
ザ
ル
限
―
―
於
テ
言
論
、
著
作
、
出
版
、
集
會
及
結
祉
ノ
自
由
ヲ
有
ス
。
検
閲
ハ
法
律
ノ
特

＝
一
定
ム
ル
場
合
ノ
外
之
ヲ
行
フ

n
ト
ヲ
得
ズ
。

公
共
の
顧
祉
と
公
共
の
秩
序

（
そ
の
一
）

of 
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
 
a
r
e
 g
u
a
r
a
n
t
e
e
d
.
 

か
く
て
、

「
公
盆
ノ
為
必
要
ナ
ル
制
限
ハ
法
律
ノ
定
ム
ル
所
―
―
依
ル
」
と
し
、

「
公
安
ヲ
保
持
ス
ル
為
必
要
ナ
ル
制
限
ハ
法
律
ノ
定
ム
ル
所
一
一
依

信
書
の
秘
密
の
不
可
侵
（
二
六
條
）
信
敦
の
自
由
(
-
―
八
條
）

蚊
ぴ

（
三
條
）
な
ど
、
か
つ
て
の
乙
案
に
あ

「
検
閲
ハ
法
律
ノ
特
＝
一
定
ム
ル
場
合
ノ
外
之
ヲ
行
フ
コ
ト
ヲ
得
ズ
」
と
し
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で、

「
ホ
イ
ッ
ト
―
-
1
草
案
」
に
於
け
る
か
の
雑
多
な
類
似
概
念
は
、

の
「
公
共
ノ
利
益
」
も
こ
こ
で
は
一
律
に
「
公
共
乙
識
祉
」

「
公
共
／
輻
祉
」
と
讀
み
か
え
ら
れ
て
お
り
、

第
十
九
條

分
ハ
法
律
ノ
定
ム
ル
所
ー
ー
依
ル
。

公
共
の
禰
祉
と
公
共
の
秩
序

第
二
十
一
條

會
的
揺
祉
」
が
、

れ
た
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

（
そ
の
一
）

六

、
、
、
、

凡
テ
ノ
國
民
ハ
信
書
其
ノ
他
ノ
通
信
／
秘
密
ヲ
侵
サ
ル
ル
コ
ト
ナ
シ
。
公
共
／
安
寧
秩
序
ヲ
保
持
ス
ル
為
必
要
ナ
ル
臨

し
か
し
な
が
ら
、
日
米
合
作
の
「
三
月
五
日
案
」
で
は
、
こ
の
條
件
は
削
除
せ
ら
れ
、
再
び
も
と
の
一
ケ
條
と
な
っ
た
。
郎
ち
、

現
の
自
由
に
闘
す
る
第
二
〇
條
で
は
、
検
閲
に
つ
い
て
、

れ
が
あ
る
か
ら
と
い
う
こ
と
で
應
じ
な
か
っ
た
。

桧
閲
＾
之
ヲ
禁
シ
通
信
手
段

マ
草
案
で
は
紹
封
禁
止
に
な
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、

ど
に
封
し
て
は
、
日
本
案
の
よ
う
に
、
法
律
に
よ
る
例
外
を
認
め
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
思
う
と
提
案
し
た
が
、
先
方
は
、
蝋
用
の
お
そ

か
く
し
て
こ
の
條
文
は
次
の
よ
う
に
な
っ
た
。

集
會
、
結
社
、
言
論
及
定
期
刊
行
物
蚊
＝
云
天
ノ
他
一
切
ノ
表
現
形
式
ノ
自
由
ヲ
保
障
ス
。

ノ
認
密
ハ
之
ヲ
侵
ス
可
カ
ラ
ス
』

ま
た
「
ホ
イ
ッ
ト
ニ
ー
草
案
」
第
二
十
四
條
は
、
日
本
案
た
る
「
一

1

一
月
二
日
案
」
で
は
、
第
三
十
八
條
「
凡
テ
國
民
生
活
一
ー
闘
ス
ル
法

、
、
、
、
、

令
＾
自
由
ノ
保
障
、
正
義
ノ
昂
揚
並
―
―
公
共
ノ
揺
祉
及
民
主
主
義
ノ
向
上
稜
展
ヲ
旨
ト
シ
テ
之
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
」
及
び
第
二
十
三

條
、
第
二
十
四
條
、
第
二
十
九
條
の
四
ケ
條
に
分
離
せ
ら
れ
た
。

こ
こ
で
「
公
共
衛
生
」
蚊
び
に
「
社
會
的
安
寧
」
が
削
ら
れ
て
、

ま
た
前
記
、

ホ
イ
ッ
ト
ー
ー

1
草
案
第
二
十
九
條
中
に
見
ら
れ
た
二
つ

（
「
三
月
一
一
日
案
」
第
三
十
五
條
、
第
三
十
六
條
）
と
讀
み
か
え
ら
れ
て
い
る
の

「一
1

一
月
二
日
案
」
で
は
、
す
べ
て
「
公
共
ノ
耀
祉
」
に
統
一
せ
ら

そ
れ
は
、
と
も
か
く
と
し
て
も
、
「
ホ
イ
ッ
ト
―
-
1
草
案
」
中
の
ょ
'
S
o
c
i
a
l
s
e
c
u
r
i
t
y
 s
h
a
l
l
 b
e
 p
r
o
v
i
d
e
d
.
"
 

「
閣
議
配
布
案
」

の
所
謂
「
祉
會
的
安
寧
ヲ
計
ル
ヘ
シ
」
を
、
こ
の
日
本
案
た
る
「
一

1

一
月
二
日
案
」
の
何
虞
に
も
見
出
し
得
な
い
こ
と
は
、
注
目
す
べ
き
こ 「

祉

o
b
s
c
e
n
e
 p
i
c
t
u
r
e
な

『
表
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は、 の
こ
と
で
あ
る
と
、
故
意
か
過
失
か
、
誤
繹
し
て
い
た
し
、
ア
メ
リ
カ
側
は
、

七

S
o
c
i
a
l
 
s
e
c
u
r
i
t
y
と
言
う

と
で
あ
ろ
う
。

或
は
、
そ
れ
が
「
祉
會
的
安
寧
」
と
繹
せ
ら
れ
て
い
た
為
に
、
先
に
引
用
し
だ
第
二
十
條
「
安
寧
秩
序
ヲ
妨
ゲ
ザ
ル
限
リ
：
．
」
及
び
第

二
十
一
條
「
公
共
ノ
安
寧
秩
序
ヲ
保
持
ス
ル
為
．．． 

」
の
中
に
吸
牧
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
か
く
て
一
時
そ
の
姿
を
消
し
た
所
謂
「
社
會
的
安
寧
ヲ
計
ル
ヘ
シ
」
も
、
日
米
合
作
の
「
三
月
五
日
案
」
で
は
、
そ

の
第
二
十
三
條
中
の
「
社
會
的
安
寧
」
と
し
て
復
活
し
て
来
る
の
で
あ
る
。
日
本
側
は

S
o
c
i
a
l
s
e
c
u
r
i
t
y
と
は
、

意
味
で
あ
る
と
し
て
了
解
し
て
い
た
の
は
、
笑
え
ぬ
喜
劇
で
あ
っ
た
。

「
祉
會
的
安
寧
」
と
は
、

「
社
會
的
安
寧
」

『
第
二
四
條
は
、
第
一
項
が
「
有
ラ
ュ
ル
生
活
範
園
―
―
於
テ
法
律
ハ
祉
會
的
輻
祉
、
自
由
、
正
義
及
民
主
主
義
ノ
向
上
稜
展
ノ
為
―
―
立

案
セ
ラ
ル
ヘ
シ
」
と
な
っ
て
い
て
、
次
項
以
下
に
、
義
務
敦
育
、
兒
童
酷
使
、
公
共
衛
生
、
註
會
的
安
寧
、
努
働
條
件
な
ど
に
開
す
る
こ

と
を
列
拳
し
た
條
文
で
あ
る
が
、
あ
ま
り
に
雑
然
と
し
て
い
る
の
で
何
と
か
し
た
い
と
い
う
こ
と
を
申
し
入
れ
た
。

す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
先

方
も
同
感
の
よ
う
で
あ
り
、
あ
れ
こ
れ
と
整
理
に
協
力
し
て
く
れ
た
。
そ
の
結
果
第
一
項
を
日
本
案
第
三
八
條
の
よ
う
に
獨
立
の
條
文
と

こ
れ
に
闘
連
し
て
、
「
公
共
衛
生
」
「
祉
會
的
安
寧
」
は
常
然
の
こ
と
だ
か
ら
削
っ
た
ら
ど
う
か
と
提
案
し
た
が
、

先
方
は
、
こ
れ
は
重
要
で
あ
る
か
ら
、
も
と
の
第
一
項
の
中
に
「
祉
會
的
輻
祉
、
公
共
衛
生
、
社
會
的
安
寧
．．． 

」
と
い
う
よ
う
に
加
え
る

こ
と
で
了
承
し
て
く
れ
と
い
っ
た
。
か
く
し
て
新
第
二
三
條
は
「
有
ラ
ュ
ル
生
活
範
園
―
―
於
テ
法
律
ハ
祉
會
的
輻
祉
、
公
共
衛
生
、
祉
會

的
安
寧
、
自
由
、
正
義
及
民
主
主
義
ノ
向
上
稜
展
ノ
為
＝
―
立
案
セ
ラ
ル
ヘ
シ
」
と
い
う
形
に
な
っ
た
。
ゴ
肛
會
的
安
寧
」
と
い
う
こ
と
ば

マ
草
案
の

s
o
c
i
a
l

s
e
c
u
r
i
t
y
に
封
す
る
外
務
省
繹
で
あ
る
が
、
日
本
案
立
案
の
際
、
そ
の
繹
語
と
し
て
の
適
否
に
疑
い
が
あ
っ

た
し
、
ま
た
第
一
項
に
あ
っ
た
「
社
會
的
謳
祉
」

(
s
o
c
i
a
l
w
e
l
f
a
r
e
)
と
の
開
係
も
は
つ
き
り
し
な
か
っ
た
の
で
、
わ
れ
わ
れ
の
第
一

1-

公
共
の
輻
祉
と
公
共
の
秩
序

（
そ
の
一
）
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公
共
の
繭
祉
と
公
共
の
秩
序

八
條
で
は
「
公
共
衛
生
」
と
一
し
よ
に
大
き
く
ま
と
め
て
「
公
共
ノ
揺
祉
」
．
と
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
場
合
は
、
と
に
か
く
急

4
 

場
の
措
置
と
し
て
、
外
務
省
繹
の
「
社
會
的
安
寧
」
を
と
っ
た
。
』

「
憲
法
改
正
草
案
要
綱
」

（
そ
の
一
）

こ
の
要
綱
は
、
ホ
イ
ッ
ト
―
-
1
草
案
の
含
ん
で
い
た
種
々
雑
多
な
類
似
概
念
を
、
次
の
如
く
整
理
し
た
。

第
十
一
此
ノ
憲
法
ノ
保
障
ス
ル
自
由
及
櫂
利
ハ
國
民
二
於
テ
不
断
＿
＿
之
ガ
保
持
―
―
務
ム
ル
ト
共
―
―
國
民
へ
其
ノ
濫
用
ヲ
自
制
シ
常
―
―

公
共
乙
揺
祉
ノ
為
―
―
之
ヲ
利
用
ス
ル
賓
務
ヲ
負
フ
コ
ト

凡
テ
國
民
ノ
個
性
ハ
之
ヲ
尊
重
シ
其
ノ
生
命
、
自
由
及
幸
揺
希
求
＝
一
到
ス
ル
櫂
利
―
―
付
テ
ハ
公
共
／
揺
祉
一
一
抵
獨
セ
ザ
ル
限

リ
立
法
共
ノ
他
諸
般
ノ
國
政
ノ
上
二
於
＿
プ
最
大
ノ
考
慮
ヲ
彿
フ
ベ
キ
コ
ト

「
ホ
イ
ッ
ト
ニ
ー
草
案
」
の
第
二
十
一
條
は
、
次
の
三
つ
の
條
文
に
分
離
せ
ら
れ
、

の
み
に
附
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

「
公
共
ノ
輻
祉
」
な
る
語
は
、
そ
の
内
の
第
二
十

集
會
、
結
祉
及
言
論
、
出
版
茸
ハ
ノ
他
一
切
ノ
表
現
ノ
自
由
ハ
之
を
保
障
シ
検
閲
ハ
之
ヲ
禁
ジ
通
信
ノ
脳
密
＾
之
ヲ
侵
ス
ベ
カ

ラ
ザ
ル
コ
ト

、、

國
民
ハ
凡
テ
公
共
ノ
揺
祉

I

一
抵
獨
セ
ザ
ル
限
リ
居
住
、
移
轄
及
職
業
選
揮
ノ
自
由
ヲ
有
ス
ル
コ
ト

又
＾
國
籍
ヲ
離
脱
ス
ル
ノ
自
由
ヲ
侵
サ
ル
ル
コ
ト
ナ
キ
コ
ト

第
二
十
一
i-

勤
努
者
ノ
関
結
及
閣
髄
交
渉
其
ノ
他
ノ
集
圏
行
為
ヲ
為
ス
ノ
櫂
利
ハ
之
ヲ
保
障
ス
ベ
キ
コ
ト

「
ホ
イ
ッ
ト
―
-
1
草
案
」
の
第
二
十
四
條
も
ま
た
次
の
三
つ
の
條
文
に
分
離
せ
ら
れ
て
い
る
。

、、

法
律
＾
有
ラ
ュ
ル
生
活
分
野
―
―
於
テ
祉
會
乙
輯
祉
及
安
寧
、
公
衆
衛
生
、
自
由
、
正
義
臨
―
―
民
主
主
義
ノ
向
上
稜
展
ノ
為

第
二
十
六

第
二
十

第
十
九

第
十

国

國
民
ハ
外
國
＝
ー
移
住
シ

八
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七
條
に
は
「
公
共
の
輻
趾
」
と
、
斯
う
書
い
て
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

九

『問
＝
立
案
セ
ラ
ル
ベ
キ
コ
ト

第
二
十
四

第
二
十
五

定
ム
ル
コ
ト

國
民
ハ
凡
テ
法
律
ノ
定
ム
ル
所
―
―
依
リ
共
ノ
能
カ
二
應
ジ
均
シ
ク
教
育
ヲ
受
ク
ル
ノ
櫂
利
ヲ
有
ス
ル
コ
ト

共
／
保
護
＝
係
ル
兒
童
ヲ
シ
テ
初
等
敦
育
ヲ
受
ケ
シ
ム
ル
ノ
義
務
ヲ
負
フ
モ
ノ
ト
シ
共
ノ
教
育
ハ
無
償
ク
ル
コ
ト

兒
童
ノ
不
常
使
用
は
之
ヲ
禁
ズ
ベ
キ
コ
ト

「
ホ
イ
ッ
ト
ニ
ー
草
案
」
の
第
二
十
七
條
及
第
二
十
九
條
は
、
次
の
―
つ
の
條
文
に
統
合
せ
ら
れ
た
。

、
、
、
、
、

第
二
十
七
財
産
櫂
ハ
侵
サ
ル
ル
コ
ト
ナ
キ
コ
ト
財
産
櫂
／
内
容
ハ
法
律
ヲ
以
―
プ
之
ヲ
定
メ
公
共
乙
輯
祉
―
―
適
應
セ
シ
ム
ル
コ
ト

、
、
、
、

私
有
財
産
＾
正
常
ナ
ル
補
償
ヲ
以
テ
之
ヲ
公
共
ノ
用
＝
一
供
セ
ラ
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
キ
コ
ト

ま
た
「
ホ
イ
ッ
ト
ニ
ー
草
案
」
第
六
十
五
條
中
に
存
在
し
た
「
公
共
ノ
利
益
」
な
る
語
は
削
除
せ
ら
れ
た
（
第
六
十
九
）
。

（
第
十
一
、
第
十
二
、
第
二
十
、
第
二
十
七
）
と
言
う
語
に
統
一
せ
ら
れ
、

（
第
二
十
111)

と
「
公
共
ノ
用
」

土
埴
牧
用
法
に
於
け
る
「
公
用
牧
用
」
、

そ
れ
以
外
の
も
の
と
し
て

（
第
二
十
七
）
と
が
残
る
の
み
と
な
っ
た
。
し
か
も
、
後
者
が
、
例
え
ば
、

「
公
用
使
用
」
等
を
意
味
す
る
こ
と
は
、
極
め
て
明
ら
か
な
こ
と
な
の
で
あ
る
か
ら
、
結
局
、

「
公
共
／
輻
祉
」
と
「
祉
會
乙
揺
祉
」
と
を
如
何
に
憚
別
す
べ
き
か
、
或
は
、
如
何
に
し
て
甑
別
し
得
る
か
と
云
う
諧
と
、
第
二
十
三
に

「
祉
會
／
輻
祉
及
安
寧
」
と
云
う
場
合
の
「
祉
會
ノ
安
寧
」
と
は
、

二
十
三
條
に
「
祉
會
の
輻
祉
」
斯
う
書
い
て
あ
り
ま
す
る
が
、
本
憲
法
の
條
章
中
に
於
て
十
一
條
、
十
二
條
、
二
十
條
、
二
十

公
共
の
輻
祉
と
公
共
の
秩
序

（
そ
の
一
）

「
公
共
の
輻
祉
」
と
本
條
の
「
社
會
の
揺
祉
」
と
は
、
ど
う
云
ふ

で
あ
る
。

一
骰
何
を
意
味
す
る
の
か
と
云
う
貼
と
だ
け
が
残
る
こ
と
と
な
る
の

は
、
「
祉
會
／
輻
祉
及
安
寧
」

か
く
し
て
、
概
ね
「
公
共
／
揺
祉
」

國
民
ハ
凡
テ
勤
勢
ノ
櫂
利
ヲ
有
ス
ル
コ
ト
賃
金
、
就
業
時
間
共
ノ
他
ノ
勤
努
條
件
―
―
闊
ス
ル
基
準
ハ
法
律
ヲ
以
テ
之
ヲ

國
民
合
凡
テ
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第
十
九
條

か
ら
来
る
揺
祉
で
あ
り
ま
し
て
、
例
へ
ば
治
安
の
維
持
な
ど
と
云
ふ
こ
と
が
眼
目
と
な
っ
て
居
り
ま
す
。
併
し
な
が
ら
第
二
十
三
條
に
於

て
用
ひ
ま
し
た
「
祉
會
の
輻
祉
」
と
云
ふ
の
は
、
人
間
の
祉
會
生
活
の
部
面
に
梢
々
狭
い
意
味
の
社
會
生
活
の
部
面
に
現
は
れ
て
来
る
幅

祉
を
云
ふ
の
で
あ
り
ま
し
て
、
は
つ
き
り
し
た
定
義
を
下
す
こ
と
は
困
難
で
あ
り
ま
す
る
け
れ
ど
も
、
狭
い
意
味
の
祉
會
に
現
は
る
る
輻

祉
と
申
し
ま
す
れ
ば
、
自
ら
趣
旨
は
明
か
に
な
ら
う
と
思
ひ
ま
す
。
此
の
こ
と
を
他
の
言
葉
を
藉
り
て
梢
々
明
瞭
に
致
し
ま
す
れ
ば
、
他

の
場
合
の
公
共
の
輻
祉
と
申
し
ま
す
る
や
う
な
の
は
謂
は
ば
行
政
闘
係
で
云
へ
ば
内
移
省
闘
係
の
所
管
の
如
き
も
の
で
あ
る
繹
で
あ
り
ま

す
。
第
二
十
三
條
に
於
き
ま
し
て
「
社
會
の
輻
趾
」
と
云
ふ
の
は
、
謂
は
ば
厚
生
省
に
於
て
所
管
す
る
が
如
き
種
類
の
も
の
に
厩
す
る
繹

で
あ
り
ま
す
。
』

「
憲
法
改
正
草
案
要
綱
」
と
、
次
の
「
憲
法
改
正
草
案
」
と
の
間
に
も
、
非
公
式
の
「
四
月
十
三
日
草
案
」
が
存
在
し
応
。
そ
の
中
か

こ
の
憲
法
が
國
民
に
保
障
す
る
自
由
及
び
櫂
利
は
、
國
民
の
不
断
の
努
力
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

、
、
、
、
、

い
。
又
、
國
民
は
、
こ
れ
を
濫
用
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
常
に
公
共
の
輻
祉
の
た
め
に
こ
れ
を
利
用
す
る
責
任
を
負
ふ
。

す
べ
て
國
民
は
、
個
人
と
し
て
尊
璽
さ
れ
る
。
生
命
、
自
由
及
び
幸
輻
追
求
に
封
す
る
國
民
の
櫂
利
に
つ
い
て
は
、
公
共

第
十
二
條

、
、
、

の
輻
祉
に
反
し
な
い
限
り
、
立
法
そ
の
他
の
國
政
の
上
で
、
最
大
の
尊
重
を
必
要
と
す
る
。

集
會
、
結
祉
及
び
言
論
、
出
版
そ
の
他
一
切
の
表
現
の
自
由
は
、
こ
れ
を
保
障
す
る
。

第
十
一
條

ら
、
こ
こ
に
必
要
な
條
文
だ
け
を
引
用
す
る
と
、
次
の
如
く
で
あ
る
。

四
非
公
式
の
「
四
月
十
一
＝
日
草
案
」

答
風
に
違
ふ
の
で
あ
り
ま
せ
う
か
。

公
共
の
輻
祉
と
公
共
の
秩
序

（
そ
の
，
一
）

他
の
條
文
に
「
公
共
の
輻
祉
」
と
あ
り
ま
す
の
は
、
謂
は
ば
國
家
の
輻
趾
と
云
ふ
や
う
な
風
に
、
政
治
面
に
於
き
ま
し
て
の
観
察

-
0
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第
二
十
七
條
財
産
櫂
は
、
こ
れ
を
侵
し
て
は
な
ら
な
い
。

、
、
、
、
、

財
産
櫂
の
内
容
は
、
公
共
の
輻
祉
に
適
合
す
る
や
う
に
、
法
律
で
こ
れ
を
定
め
る
。

、
、
、
、
、
、

私
有
財
産
は
、
正
嘗
な
補
償
の
下
に
、
こ
れ
を
公
共
の
た
め
に
用
ひ
る
こ
と
が
で
き
る
。

四
月
十
七
日
、
右
の
「
四
月
十
三
日
草
案
」
と
、
ほ
ぼ
同
文
の
「
憲
法
改
正
草
案
」
が
公
表
せ
ら
れ
、
即
日
、
柩
密
院
に
送
付
せ
ら
れ

公
共
の
躙
祉
と
公
共
の
秩
序
＇
（
そ
の
一
）

第
二
十
六
條

第
二
節

案
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
四
條

第
二
十
條

検
閲
は
、
こ
れ
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
通
信
の
脳
密
は
、
こ
れ
を
侵
し
て
は
な
ら
な
い
。

、
、
、
、

す
べ
て
國
民
は
、
公
共
の
輻
祉
に
反
し
な
い
限
り
、
居
住
、
移
轄
及
ぴ
職
業
選
揮
の
自
由
を
有
す
る
。

第
二
十
三
條

す
べ
て
國
民
は
、
外
國
に
移
住
し
、
又
は
國
籍
を
離
脱
す
る
自
由
を
侵
さ
れ
な
い
。

、
、
、
、
、
、
、
、
、

法
律
は
、
す
べ
て
の
生
活
分
野
に
つ
い
て
、
社
會
の
揺
祉
及
び
安
寧
蚊
ぴ
に
公
衆
衛
生
の
向
上
及
び
増
進
の
た
め
に
立

す
べ
て
國
民
は
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
能
力
に
應
じ
て
、
ひ
と
し
く
教
育
を
受
け
る
櫂
利
を
有
す
る
。

す
べ
て
國
民
は
、
そ
の
保
護
す
る
兒
童
に
初
等
教
育
を
受
け
さ
也
る
義
務
を
負
ふ
。
初
等
教
育
は
、
こ
れ
を
無
償
と
す
る
。

第
二
十
五
條

す
べ
て
國
民
は
、
勤
努
の
植
利
を
有
す
る
。

賃
金
、
就
業
時
間
そ
の
他
の
勤
努
條
件
に
闘
す
る
基
準
は
、
法
律
で
こ
れ
を
定
め
る
。

兒
童
は
、

こ
れ
を
酷
使
し
て
は
な
ら
な
い
。

勤
努
者
の
関
結
す
る
植
利
及
び
園
麓
交
渉
そ
の
他
の
園
罷
行
動
を
す
る
櫂
利
は
、
こ
れ
を
保
障
す
る
。

生

活

の

保

障
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か
。
」
答
「
櫃
利
と
い
う
も
、

‘,、r
 

あ
る
。
」

公
共
の
禍
祗
と
公
共
の
秩
序

た
。
そ
し
て
、

（
そ
の
一
）

こ
の
諮
詢
案
に
封
す
る
審
議
が
、
四
月
二
十
二
日
よ
り
五
月
十
五
日
ま
で
、
八
回
。

た
め
、
二
十
五
日
、
諮
詢
中
の
憲
法
改
正
草
案
は
形
式
上
、

回
。
即
ち
前
後
十
一
回
開
か
れ
た
が
、

五
月
二
十
二
日
、
吉
田
内
閣
成
立
の

一
應
撤
回
せ
ら
れ
、
改
め
て
五
月
二
十
九
日
、
六
月
一
日
、
六
月
一
＿
一
日
の
三

こ
こ
で
は
、
主
と
し
て
、
「
天
皇
の
地
位
」
に
、
次
い
で
「
戦
争
の
放
棄
」
に
、
論
議
が
集
中
し
、

「
國
民
の
櫂
利
」
に
闘
し
て
は
、
矢
張
そ
の
櫂
利
の
制
限
の
方
に
重
貼
が
懺
か
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
次
の
様
に
。

問
「
國
民
の
櫂
利
が
大
に
過
ぎ
、
義
務
ま
た
は
國
民
の
心
構
に
開
す
る
規
定
に
乏
し
い
嫁
が
あ
る
が
、
義
務
の
貼
を
強
調
し
得
な
い

恵
之
輔
顧
間
官
は
、

そ
し
て
、

公
序
良
俗
に
反
し
な
い
と
の
前
提
の
下
に
立
ち
、

一
般
的
に
は
櫂
利
の
濫
用
を
抑
制
す
る
こ
と
で
充
分
で

問
「
第
十
九
條
（
現
二
十
一
條
）
の
検
閲
に
闘
す
る
規
定
は
、
法
律
を
以
て
す
る
も
検
閲
を
行
い
得
な
い
意
味
か
。
」
答
「
然
り
。
運
用

上
支
障
な
き
を
保
し
難
い
が
、
検
閲
し
得
る
途
を
拓
く
と
き
は
濫
用
の
惧
が
あ
る
。
本
條
は
人
櫂
尊
重
の
建
前
を
明
か
に
し
た
利
益
と
如

上
の
不
便
と
を
比
較
衡
董
し
た
結
果
、
本
案
に
決
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
」

問
「
公
序
良
俗
に
反
す
る
こ
と
明
白
な
る
も
の
も
、
自
由
を
保
障
す
る
か
。
」
答
「
自
由
と
い
う
も
放
恣
で
な
く
規
律
あ
る
自
由
た
る
を

要
す
る
。
言
論
な
ど
の
内
容
が
、
そ
れ
自
身
、
公
序
良
俗
に
反
す
る
も
の
は
、
法
律
を
以
て
制
限
し
得
る
と
思
料
す
る
。
そ
の
理
由
は
、

基
本
的
人
櫂
の
淮
用
禁
止
及
び
公
共
揺
祉
に
合
致
す
る
を
要
す
る
趣
旨
に
基
く
。
」

審
査
委
員
會
の
審
査
が
終
了
し
た
の
で
六
月
八
日
、
天
皇
親
臨
の
下
に
、
櫃
密
院
本
會
議
が
開
か
れ
た
が
、
そ
の
席
上
審
査
委
員
長
潮

「
國
民
の
櫂
利
及
び
義
務
」
に
つ
い
て
は
、
次
の
如
く
説
明
し
た
。

「
國
民
の
櫂
利
及
び
義
移
に
つ
い
て
は
、
委
員
會
で
は
そ
の
内
容
及
び
骰
裁
に
つ
い
て
論
議
さ
れ
た
が
、
就
中
、
櫂
利
の
保
障
の
み
に

急
で
、
義
務
の
強
調
に
鋏
け
る
所
が
あ
る
勘
を
指
摘
し
た
の
に
封
し
、
政
府
常
局
は
、
本
案
は
基
本
的
人
櫂
を
尊
重
す
る
建
前
を
採
っ
た
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註
(6) (5) (4) (3) (2) (1) 

の
で
あ
る
が
、
第
十
一
條
に
、
自
由
と
櫂
利
と
の
濫
用
を
禁
じ
、
常
に
公
共
の
輻
祉
の
た
め
に
國
民
は
こ
れ
を
利
用
す
る
責
任
を
負
揃
す

べ
き
事
を
明
に
し
て
い
る
事
に
よ
っ
て
、
支
障
が
な
い
も
の
と
考
え
る
旨
答
辮
し
た
。
」

こ
の
「
憲
法
改
正
草
案
」
が
、
櫃
密
院
の
審
議
を
経
た
後
、
六
月
二
十
日
「
帯
國
憲
法
改
正
案
」
と
し
て
、
第
九
十
回
帯
國
議
會
衆
議

院
に
提
案
せ
ら
れ
る
迄
の
間
に
、

―
つ
の
重
要
な
轡
化
が
起
つ
て
い
る
。
そ
の
菱
化
が
、
い
っ
た
い
何
時
、
誰
の
手
に
よ
っ
て
、
引
起
さ

れ
た
の
か
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
明
瞭
で
な
い
が
、
橿
密
院
で
の
審
議
記
録
中
に
は
、
見
出
さ
れ
な
い
か
ら
、
恐
ら
く
は
ア
メ
リ
カ
側
の

示
唆
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

‘
 

「
法
律
は
、
す
べ
て
の
生
活
分
野
に
つ
い
て
、
祉
會
の
輻
祉
及
び
安
寧
蚊
ぴ
に
公
衆

衛
生
の
向
上
及
ぴ
増
進
の
た
め
に
立
案
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
せ
ら
れ
て
あ
っ
た
第
二
十
三
條
が
、
帯
國
憲
法
改
正
案
で

、
、
、
、
、

「
法
律
は
、
す
べ
て
の
生
活
部
面
に
つ
い
て
、
祉
會
の
揺
祉
、
生
活
の
保
障
及
ぴ
公
衆
衛
生
の
向
上
及
び
増
進
の
た
め
に
立
案
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

か
く
て
ふ
＾
S
o
c
i
a
l
s
e
c
u
r
i
t
y
`
9
と
一
本
う
語
は
、
今
や
、

佐
蔵
達
夫
「
日
本
國
憲
法
成
立
史
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
第
八
三
鰊
―
一
頁

「
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
・
ノ
ー
ト
」
と
逼
別
す
る
た
め
、
本
稿
で
は
、
そ
れ
を
「
＊
イ
ッ
ト
l
-
1
草
案
」
と
呼
稲
し
て
い
る
。

佐

蔽

前

揺

ジ

ュ

lJ
ス

ト

第

八

六

競

四

六

頁

佐

藤

前

掲

ジ

ュ

lJ
ス

ト

第

八

六

琥

四

七

頁

岡
田
亥
之
三
朗
「
日
本
國
憲
法
審
議
要
録
」
三
一
九
頁

佐

藤

前

掲

ジ

ュ

リ

ス

ト

第

一

0
一

競

四

六

頁

公
共
の
醐
祉
と
公
共
の
秩
序

（
そ
の
一
）

は、
そ
の
愛
化
と
云
う
の
は
、
憲
法
改
正
草
案
で
は
、

「
生
活
の
保
障
」
と
云
う
遡
繹
を
持
つ
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

（
未
完
）
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公
共
の
躙
祉
と
公
共
の
秩
序

（
そ
の
こ

1

1

1

1

1

一頁

m
諸
橋
襄
「
梱
密
院
に
於
け
る
日
本
國
憲
法
審
議
」
自
治
薪
究
第
一

1

二
巻
第
六
鰊

⑧

諸

橋

前

揺

自

治

研

究

第

三

一

巻

第

六

鰊

三

六

ー

一

1

一
七
頁

⑪

諸

橋

前

掲

自

治

研

究

第

一

1

-

―
巻
第
七
鰊
六
一
頁

⑩
こ
の
貼
に
闘
し
て
は
、
佐
蔵
達
夫
氏
も
『
梱
密
院
の
審
議
が
一
段
落
す
る
と
と
も
に
、
法
制
局
で
は
草
案
の
訂
正
に
着
手
し
た
。
私
の
手
持
ち
の

賽
料
に
五
月
十
七
日
、
金
森
、
渡
邊
、
佐
藤
（
功
）
と
表
示
し
た
打
ち
合
せ
の
と
吾
の
蛋
本
が
あ
る
が
、
そ
れ
を
見
る
と
前
文
以
下
各
章
に
わ
た
っ

て
、
表
現
上
の
再
検
討
が
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
と
き
も
結
局
、
訂
正
は
、

t

」
＜
小
範
園
に
と
ど
ま
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
付
録

8
に
示

す
と
お

b
で
あ
る
。
そ
の
内
容
に
は
、
前
出
四
月
十
八
日
の
司
令
部
と
の
打
ち
合
せ
に
基
く
「
助
言
と
承
認
」
な
ど
の
貼
の
ほ
か
、
そ
の
後
に
氣
付

い
た
小
さ
な
字
句
の
訂
正
、
及
び
福
密
院
で
の
指
摘
に
基
く
再
考
の
結
果
に
よ
る
訂
正
が
含
ま
れ
て
い
る
』
と
述
べ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
（
ジ

ュ
リ
ス
ト
第
一

0
五
鰊
六
七
頁
参
照
）

一
四
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